
 

船舶インシデント調査報告書 

令和４年１２月２１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 令和３年９月２７日 ０３時００分ごろ 

発生場所 宮崎県細
ほそ

島
しま

港東南東方沖 

 細島灯台から真方位１０４°６.７海里付近 

 （概位 北緯３２°２３.７′ 東経１３１°４８.８′） 

インシデントの概要  漁船第十八海
かい

漁
りょう

丸は、航行中、主機の運転ができなくなり、運航

不能となった。 

インシデント調査の経過 令和４年４月２５日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第十八海漁丸、９.７トン 

ＭＺ２－１０２０５（漁船登録番号）、有限会社海漁水産（Ａ社） 

 ディーゼル機関、船内機、４サイクル、出力５０２kＷ、回転数毎

分２,０３５、６気筒、ボア１３５mm、使用燃料軽油、昭和６３年

４月３０日進水 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型 

 負傷者 なし 

損傷 なし 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西南西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

インシデントの経過  本船は、船長が１人で乗り組み、航行中、主機の回転数が低下して

主機から異音を発し、主機の回転数の低下に気付いた船長が、回転数

を上げようとしても上がらなかったので、主機を停止した。 

船長は、主機等を点検したものの原因が判明しなかったので、運航

不能と判断して僚船に本船のえい航を依頼し、本船は、来援した僚船

にえい
．．

航されて定係地に帰港した。 

機関修理会社担当者は、主機を調べ、船尾からシリンダ番号が付与

された１番シリンダの排気弁の開閉に必要な部品の１つであるタペッ

ト（以下「本件タペット」という。）等に損傷が生じているのを認

め、部品交換等の修理を行った。 

主機製造会社担当者は、本件タペット等の損傷状況から、潤滑油の

劣化による潤滑不良により本件タペットのローラー軸が焼き付き、本

件タペットに損傷が生じた可能性があると考えた。 

船長は、Ａ社が本インシデントの約９年前に本船を中古で購入して

以来本船に乗船していた。 

船長は、ふだん主機始動前に潤滑油の量及び汚れ具合等を点検し、

必要に応じて潤滑油を補充していた。 



 

船長は、Ａ社から本船の主機の潤滑油を約５か月（主機の運転時間

約１,０００時間）毎に交換するよう指示を受けていたが、最後の主

機の潤滑油の交換は、本インシデントの５か月以上前から行った記憶

がなかった。 

主機製造会社は、主機を５００時間運転する毎に潤滑油の交換を行

うことを推奨する旨を取扱説明書に記載していた。 

Ａ社担当者及び船長は、主機の取扱説明書に潤滑油の交換時期が記

載されていることを知らず、Ａ社担当者は、今まで約５か月毎の交換

でも潤滑油に不具合を感じたことがなかったので、使用時間ではな

く、約５か月毎に交換するよう指示していた。 

一般社団法人日本舶用機関整備協会が発行した「舶用機関のトラブ

ル防止のための日常・定期点検整備～小型船舶の機関事故防止マニュ

アル～」には、次の旨の記載があった。 

(1) 主機始動前に潤滑油の量及び汚れ具合等を点検すること。 

(2) 潤滑油は、使用時間の経過とともに劣化が進行し、日常点検

の補充で量的には十分でも、潤滑性能は低下するので一定時間

（軽油の場合５００時間）毎に全量を交換すること。 

(3) 交換時期は、取扱説明書で確認すること。 

分析  本船は、主機の潤滑油が交換時期を過ぎて使用されていたことか

ら、同潤滑油が劣化して潤滑性能が低下し、本件タペットのローラー

軸の潤滑が不良となって同ローラー軸が焼き付き、主機の運転ができ

なくなり、運航不能となった可能性があると考えられる。 

 船長は、ふだん主機始動前に潤滑油の量及び汚れ具合等を点検し、

必要に応じて潤滑油の補充を行っていたものの、取扱説明書に潤滑油

の交換時期が記載されていることを知らなかったことから、主機の潤

滑油を交換時期が過ぎても使用し続けていた可能性があると考えられ

る。 

原因  本インシデントは、夜間、本船が、主機の潤滑油が交換時期を過ぎ

て使用されていたため、同潤滑油が劣化して潤滑性能が低下し、本件

タペットのローラー軸の潤滑が不良となって同ローラー軸が焼き付

き、主機の運転ができなくなったことにより発生した可能性があると

考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船舶所有者及び船長は、主機の取扱説明書を読んで潤滑油の交換

時期を確認し、同交換時期を過ぎた場合には、速やかに潤滑油全

量の交換を行うこと。 

 


